
　住宅金融支援機構本店

再就職
の役員
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の役員
の数
（国）
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法人
の
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国又は
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県所管
の区分

応募
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東海支店事務所賃貸借等
契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月1日
平和不動産株式会社
愛知県名古屋市中区栄３－
８－21

1010001034920

会計規程第25条第1項第3号
すでに当該場所を事務所として利用しており、移転による作業負担、
費用及び情報リスク管理を勘案すると、当該場所において業務を安定
的に継続して実施する必要があることから、同社と随意契約したもの
である。

契約当事者間の
約定により非公
表

契約当事者間の
約定により非公
表

--- － － － － －

東海支店事務所駐車場
契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月1日
平和不動産株式会社
愛知県名古屋市中区栄３－
８－21

1010001034920
会計規程第25条第1項第3号
事務所と同一ビル内の駐車場を利用するためには、当該事務所貸主
と契約する必要があるため、同社と随意契約したものである。

契約当事者間の
約定により非公
表

契約当事者間の
約定により非公
表

--- － － － － －

機構本体格付の取得に係
る年間手数料

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月1日
ムーディーズ・ジャパン株式
会社
東京都港区愛宕2-5-1

5010401045340

会計規程第25条第1項第4号
証券化支援事業（保証型）は、民間金融機関が住宅ローンを証券化
し、機構がそれに対して保証を行うものであり、その際、債務保証を行
う機構についての本体格付が必要となるが、その格付会社は当該民
間金融機関が発行する保証型MBSの格付を行った者と同一である必
要があるため、当該民間金融機関が選定した同社と随意契約したも
のである。

予定価格を公表
することにより機
構の事務又は事
業に支障を生じ
るおそれがある
ため予定価格は
非公表

契約金額を公表
しないことが通例
となっている契約
形態で、相手方と
の契約により実
際に個別の金額
を公表しないこと
となっているため
契約金額は非公
表

--- － － － － －

2021年度「住生活月間」協
賛金

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月10日
住生活月間実行委員会
東京都千代田区神田小川
町1－11

－－－

会計規程第25条第1項第4号
住生活月間実行委員会に所属することにより、フラット３５やその他の
融資制度を効率的に周知する機会を得ることができることから、機構
は住生活月間実行委員会の構成団体として、2021年度住生活月間の
協賛金を負担するために当委員会と随意契約したものである。

1,100,000 1,100,000 100.00% － － － － －

札幌市広報誌「広報さっぽ
ろ」（７．８．９月号）への広
告掲載

契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月14日
株式会社インサイト
北海道札幌市中央区北４条
西3-1

9430001009798

会計規程第25条第１項第4号
札幌市内における耐震リフォーム制度、リ・バース６０及びマンション
関連制度の周知・推進のため、札幌市発行の広報誌である「広報さっ
ぽろ」に広告を掲載する。当該広告枠の唯一の提供元である代理店
の同社と随意契約を行ったものである。

2,277,000 2,277,000 100.00% － － － － －

引受並びに募集取扱契約
(貸付債権担保第170回住
宅金融支援機構債券)

理事長　毛利信二
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月18日

バークレイズ証券
東京都港区六本木六丁目
10番1号
ＳＭＢＣ日興証券
東京都千代田区丸の内三
丁目３番１号
みずほ証券
東京都千代田区大手町一
丁目5番1号

4010401086856
7010001125714
7010001008687

（企画競争）
会計規程第25条第１項第6号
本件は、貸付債権担保住宅金融支援機構債券の特殊な商品性を踏
まえ、起債運営能力、販売能力、市場発展に向けた取組、起債運営
に関する提案能力等を考慮した企画競争方式（令和元年12月６日公
示）による評価を行って主幹事候補証券会社を選定し、評価点の順位
に応じ分類した上で、起債スケジュール・見込額をもとに順次指名し
て、契約する必要がある。
本業務について、企画競争手続により契約相手方を選定し、随意契
約したものである。

353,787,500 353,787,500 100.00% － － － － －

九州支店事務所賃貸借等
契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月30日
福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉
1-2-25

1290001016156

会計規程第25条第1項第3号
すでに当該場所を事務所として利用しており、移転による作業負担、
費用及び情報リスク管理を勘案すると、当該場所において業務を安定
的に継続して実施する必要があることから、同社と随意契約したもの
である。

契約当事者間の
約定により非公
表

契約当事者間の
約定により非公
表

--- － － － － －

九州支店事務所清掃業務
契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月30日
株式会社サン・ライフ
福岡県福岡市博多区住吉
1-2-25

1290001013517

会計規程第25条第1項第3号
契約相手方がビル全体の清掃を行うこととされているため随意契約し
たものである。

2,006,400 2,006,400 100.00% － － － － －

九州支店事務所駐車場
契約担当役　 德光男
東京都文京区後楽1-4-10

令和3年6月30日
福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉
1-2-25

1290001016156
会計規程第25条第1項第3号
事務所と同一ビル内の駐車場を利用するためには、当該事務所貸主
と契約する必要があるため、同社と随意契約したものである。

契約当事者間の
約定により非公
表

契約当事者間の
約定により非公
表

--- － － － － －

（注）
　会計規程第30条の２に基づく公表である。

公益法人の場合

備考

契約情報の公表について（随意契約）

工事の名称、場所及び
期間又は物品役務等の

名称及び数量

契約担当役等の氏名及び
その所属の所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした理由（企画競争又は公募）
予定価格
(円)

契約金額
(円)

落札率
(％)


